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○普代村不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱 

平成23年４月１日告示第18号 

改正 

平成26年５月14日告示第10号 

平成28年10月27日告示第34号 

普代村不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱 

（目的） 

第１ この告示は、子どもを希望しているものの子どもに恵まれない夫婦に対し、体外受精及び顕

微授精（以下「特定不妊治療」という。）に係る費用の一部を助成することにより、特定不妊治

療を受けた当該夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（助成対象者） 

第２ 助成対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が特定不妊治療を開始した日以前から引き続き村内に居

住し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第６条の規定による住民基本台帳に記載されて

いる者であること。 

(２) 不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金（以下「県助成金」という。）の交付を

受けていること。 

（助成対象治療等） 

第３ 助成対象治療は、妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療（保険適用外診療のもの

に限る。）で岩手県が指定する医療機関において実施されたものとする。ただし、夫婦以外の第

三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療は助成対象としない。 

２ 助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医

師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合（卵胞が発育しない等により卵子採取以前に

中止した場合を除く。）については、その中止までの期間を助成期間とする。 

（助成の額及び助成期間） 

第４ 助成の額は、一の夫婦について、次の各号に定めるとことによる。 

(１) １回の治療につき15万円を限度に、当該夫婦が助成対象治療に要した費用（県助成金を除

く。）と15万円とを比較して少ない方の額を助成する。 

(２) 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術（以下「男性不妊

治療」という。）を行った場合は、前１項の助成のほか、普代村男性不妊治療費助成事業要綱
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の助成についても助成する。 

２ 通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である

時は６回（40歳以上である時は通算３回）までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けてい

る夫婦で平成27年度までに通算５年間助成を受けている場合には助成しない。 

４ 他の市町村が実施する特定不妊治療に係る助成を既に受けている場合は、治療費の助成を受け

たものとみなし、前２項の規定を適用する。 

（助成の申請等） 

第５ 助成を受けようとする者は、県助成金の交付決定通知書の交付を受けてから３月以内に普代

村不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、村長に提出しなければならない。 

(１) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し 

(２) 不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し 

(３) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し 

２ 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決

定し、普代村不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付決定（却下）通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第６ 助成金の交付を受けようとする者は、第５第２項に定める通知を受けた後、普代村不妊に悩

む方への特定治療支援事業助成金交付請求書（様式第３号）を村長に提出しなければならない。 

（助成金の返還） 

第７ 村長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その

者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（備付書類） 

第８ 村長は、普代村不妊に悩む方への特定治療支援事業台帳（様式第４号）を整備し、保管する

ものとする。 

（補則） 

第９ この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 
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附 則（平成26年５月14日告示第10号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則（平成28年10月27日告示第34号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 
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様式第１号（第５関係） 

 



5/7 

様式第２号（第５関係） 
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様式第３号（第６関係） 
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様式第４号（第８関係） 

 

 


